岩手県シンガポール向け活カキ輸出に関する証明書発行要領

令和７年12月11日制定

第１　趣旨
本要領は、岩手県シンガポール向けカキ衛生管理プログラムにおける証明書発行にかかる手続き及び必要事項について定めるものである。

第２　対象となる水産物
　岩手県内で生産され、シンガポール向けに輸出される生きたマガキ（Crassostrea 
gigas）及びイワガキ（Crassostrea nippona）（以下「活カキ」という。）とす
る｡

第３　証明書の発行条件
輸出される活カキが、生産・加工・流通の過程において衛生的に管理されていると認められる場合に証明書を発行する。
　　　ただし、第８に定める条件に該当する場合は、証明書を発行しない。

第４　申請手続き
１　申請者
証明書の発行を申請することができる者は、岩手県内で生産された活カキをシンガポールに輸出しようとする者※とする。ただし、申請者又はその代理人は、日本国内に事務所を有する者とする。
なお、代理人が証明書の発行を申請する場合は、輸出しようとする者が作成した委任状を提出するものとする。
　　　　※活カキを輸出しようとする者であって、生産から輸出に至るまでの流通経
路を把握し、その間の衛生管理に責任を負う者。
２　申請先、申請方法
申請者は、（２）の①から⑨に掲げる申請書類を、（１）の申請先に送付又は持参すること。
また、（２）の①には岩手県手数料条例に基づく証明書発行手数料相当の岩手県収入証紙を貼付し、②については電子データにより提出すること。
なお、申請者が郵送での証明書の発行を希望する場合、返信に要する経費は、申請者負担とする。

（１）申請先
〒020-8570　岩手県盛岡市内丸10-１
岩手県農林水産部水産振興課　振興担当
ＴＥＬ：０１９－６２９－５８１８
ＦＡＸ：０１９－６２９－５８２４
　　　　　 Ｅﾒｰﾙ ：AF0013＠pref.iwate.jp
（２）申請書類
　　　　　　①申請書（別紙様式１）　　
②証明書（別紙様式２）
③インボイスの写し
④パッキング・リストの写し
⑤販売証明書等（参考様式）
⑥自主回収の計画書
⑦食品衛生法上の営業の許可を受けた浄化施設であることを証明する書類
の写し（初回輸出時及び変更があった場合のみに添付すること。）
⑧次に定める殺菌海水の水質基準及び活カキの衛生基準を満たしているこ
とを確認できる、登録検査機関が発行した、発行日から１年以内（３年　　
以上の輸出実績があり、過去３年間の検査結果に問題が認められなかっ
た場合には３年以内。）の試験成績書の写し（同一の取扱施設で加工さ
れた同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、
当該試験成績書の添付を省略できる。） 
	項目
	基準

	殺菌海水の
水質基準
	・　紫外線殺菌装置で製造された、大腸菌群最確数が100ｍＬ当たり1.8未満の海水であること

	活カキの
衛生基準
	・　毎月の検査で、検体（可食部）１ｇ当たりの細菌数が50,000以下であること。
・　毎月の検査で、検体（可食部）100ｇ当たりのE.coli最確数が230以下であること。
・　毎月の検査で、検体（可食部）１ｇ当たりの腸炎ビブリオの最確数が100以下であること。 
・　毎週の検査で、検体（中腸腺）のノロウイルスが陰性であること。


⑨その他知事が必要と認める書類

第５　現地確認その他必要な調査の実施
県は、申請者から提出された申請書類等の内容について、必要があると認められる場合は、申請者等に報告を求めるほか、現地確認及びその他の調査を実施するものとする。

第６　輸出した活カキの自主回収
１　シンガポールの動物衛生、食品衛生等に関する法令に違反した旨の連絡をシンガポール政府から受けるなど、活カキに問題が発生した場合は、輸出者が自主回収する。
　　　なお、輸出者は、生産から現地輸入者までの活カキ流通事業者に対し、販売記録等を１年間保管する等の回収に必要な情報管理及び回収時の協力を要請しておく等、輸出を開始する前に、自主回収にかかる体制を整備し、計画書を作成しなければならない。
２　１のほか、活カキによる健康被害が発生した場合又は発生のおそれがあるとき
は、県は申請者及び取扱施設に対し、自主回収、原因究明及び改善措置並びに検
査の強化等、指示を行うことがある。



第７　証明書の発行
１　県は、申請者から提出された申請書類等を審査し、証明する内容について確認
できた場合、第４の２により提出された証明書（別紙様式２）に必要事項を記載
し、担当者が署名及び水産振興課総括課長印を押印する。
２　予定していた輸出が中止になり、証明書が不要となった場合には、輸出者は別
紙様式３（取消願）を提出すること。既に輸出者が証明書を受領していた時に
は、速やかに取消願とともに証明書を県に返却すること。
　　なお、証明書の返却が確認されるまで、県は当該輸出者に対して新たな証明書
の発行を停止する。　　

第８　証明書の発行停止
県は、次のいずれかに該当するときは、当該申請者に対する証明書を発行しない。
１　提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められるとき又はその疑いがあるとき。
２　過去に発行を受けた証明書の不正使用が判明している申請者からの申請であっ
て、当該申請者に証明書を発行した場合に、証明書の適正使用が確保されないと
判断されるとき。
３　活カキの生産海域において、麻痺性貝毒又は下痢性貝毒により活カキの出荷自
主規制がなされているとき。
４　輸出者及び輸出者に関係する活カキ流通事業者が、第６の２に定める指示を受
　けているとき。
５　その他相当の理由があると認められるとき。


附則
この要領は、令和７年12月11日から施行する。

















